
未熟児養育医療給付制度
の手続きを受け付けます

　身体の発育が未熟な状態で生まれたお子さんが、指
定された医療機関に入院した時、その医療費の家族負
担分を県が保護者にかわって支払う制度です。
■対象となるのは　
①出生時の体重が2000㌘以下の方
②医師が入院治療を必要と認めた方
　主治医より紹介があったときは、村保健センター保
健師（☎ 42-2111内線122）までご連絡ください。

銃砲刀剣類登録審査会

　県教育委員会では、平成21年度の銃砲刀剣類登録
審査会を開催します。登録していない銃砲刀剣類をお
持ちの方は、忘れずに登録手続きを済ませましょう。
■期日　 ▽ 4 月 20日（月） ▽ 6月 22日（月）
　　　　 ▽ 8月20日（木） ▽ 10月20日（火）
　　　　 ▽ 12月21日（月） ▽ 2月 22日（月）
■時間　午前10時～午前11時、午後1時～午後2時
■場所　 岩手県庁舎10階会議室
■その他
①審査会開催日以外には審査できません。
②登録申請に必要なものは次のとおりです。
　ア　登録しようとする銃砲刀剣類
　イ　登録申請書（当日、会場に準備しています。）
　ウ　岩手県収入証紙（銃砲刀剣類１点につき6,300
　　円分）県庁内でも販売しています。
　エ　刀剣類発見届出済証（警察署で交付します）
　詳しくは、県教育委員会事務局生涯学習文化課（☎
019-629-6179）へ。
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高齢者・障がい者にやさしい
住まいづくり推進事業について

　村では、高齢者や障がい者の自立と介護者の負担軽
減のため、住宅の改善に要する経費について、補助金
を交付します。今回4件分を募集します。
■対象となる方　
①在宅で介護保険の介護認定を受けている方
②在宅で身体障害者手帳の交付を受けている方で障が
いの等級が1級～3級の方
■対象となる改修　住宅のトイレ・浴室等の改善、床
面の段差解消、手すりの設置など、対象者の日常生活
動作または介護者の介護動作の向上に資すると認めら
れる場合が対象となります。
※ただし、次の場合は対象となりませんのでご注意ください。
❶対象者とその配偶者または対象者の生計を維持している
方の前年（平成20年分）の所得が一定の基準を超える方
❷改善の内容が新築や増築の場合
❸賃貸住宅
❹過去にこの事業による補助金の交付を受けた世帯の場合
❺補助決定前に、工事に着手した方
■補助額　上限60万円（補助率2/3）
例）交付対象となる経費が110万円の場合
　（110万円－改善費控除額20万円）×2/3＝60万円
■受付期間　4月20日（月）～5月11日（月）
■用意するもの　 ▽世帯全員分の前年（平成20年分）
の所得金額を証明する書類 ▽住宅改善の個所を明らか
にした図面 ▽経費の見積書 ▽現況の写真（工事着工前）

▽印鑑 ▽その他必要な書類
■申し込み・問い合わせ先　役場住民生活課地域福祉
班（☎ 42-2111内線202）へ。
※補助決定は改修の必要性を確認し行います。
※介護認定を受けている方には、このほかに介護保険制度
の住宅改修補助もあります。窓口は、地域包括支援センター
（☎ 42-2111内線121）です。　

役場住民生活課地域福祉班 ☎ 42-2111内線202

県教育委員会事務局生涯学習文化課 ☎ 019-629-6179

村保健センター ☎ 42-2111内線122
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雇用保険率の改定について

　平成21年4月1日から、次のとおり雇用保険料
率が改定されています。給与計算の際はご注意くだ
さい。 

区　分 平成21年度改定雇用保険率
保険率 うち事業主分 うち被保険者分

一般の事業 11/1000 7/1000 4/1000
農林水産・清酒製造業 13/1000 8/1000 5/1000
建設の事業 14/1000 9/1000 5/1000
　なお、今年の申告・納付は6月1日から7月10
までとなっています。20年度の確定保険料は旧保
険料率で計算し、21年度の概算保険料から新保険
料率で計算することとなります。

岩手芸術祭テーマを募集

　芸術文化の創造と発展をイメージさせる「岩手芸
術祭」のテーマを懸賞募集します。
　「岩手芸術祭」は、県民の芸術文化活動の祭典と
して、開幕フェスティバルのほか、美術展示、舞台
発表、文芸集の刊行などを通して、県民の皆さまへ
日ごろの文化活動の成果発表の場と鑑賞の機会を幅
広く提供しています。
■応募資格　岩手県内在住・出身・本籍がある方
■応募方法　応募用紙（財団法人岩手県文化振興事
業団ホームページhttp://www.iwate-bunshin.jp/で
ダウンロード可）をご利用になるほか、はがき、メー
ル、ファックスの場合は、①応募テーマ（5点以内）
②氏名（ふりがな）③年齢④性別⑤職業（学生の場
合は学校名・学年を記載）⑥住所⑦電話番号（連絡先）
をもれなく記載してください。
■応募期限　6月1日（月）必着
■選定・表彰　実行委員会会長が委嘱する選定委員
により選定されます。優秀作および佳作を選定、優
秀作には表彰および賞金（2万円）、佳作には賞金（5
千円）を贈ります。（中学生以下には図書カード）
■発表　6月30日（火）　事業団ホームページに掲
載するほか、入選者には直接通知します。
■その他　①入選作品の著作権は芸術祭主催者に帰
属し、ポスター等の印刷物に使用されます②応募作
品は未発表のものに限ります③入選作品は、選定委
員会で補作することがあります④応募にかかる個人

情報はテーマ選定業務以外の目的では使用しません⑤
昨年の優秀作は「夢・創造・無限大」でした。
■応募・問い合わせ　財団法人岩手県文化振興事業
団事業団総務部内、第62回岩手芸術祭実行委員会事
務局テーマ募集係（〒020-0023盛岡市内丸13番 1
号・☎ 019-654-2235・FAX 019-625-3595・ E-mail：
geijyutsu62@iwate-bunshin.jp）まで。

２級ボイラー試験受験資格が
得られる「ボイラー実技講習」

　２級ボイラー技師免許試験の受験資格を取得するた
めの実技講習会が開かれます。
■日時　①4月25日～27日②5月30日～６月１
日③6月28日～30日。午前９時～午後５時
■場所　岩手教育会館２階第１会議室ほか
■定員　各回とも６０人
■受講料　16,000円 (別にテキスト代2,200円 )
■申込方法　申込書に受講料・テキスト代を添えて、
(社 )日本ボイラ協会岩手支部 (〒020-0020盛岡市大
通1-1-16岩手教育会館6階・☎ 019-624-5139）へ申
し込みください。

自賠責保険・共済の有効
期限は切れていませんか

　自賠責保険・共済は万一の自動車事故の際の基本的
な対人賠償を目的として、原動機付自転車を含むすべ
ての自動車に加入が義務付けられており（自動車損害
賠償保障法）自賠責保険・共済なしでの運行は法令違
反ですのでご注意ください！
　四輪車ももちろんですが、特に、車検制度のない
250cc 以下のバイク（原動機付自転車・軽二輪自動車）
は、有効期限切れ、かけ忘れにご注意を！
　なお、自賠責制度の詳しい内容は、http://www.
jibai.jp でご覧になれます。

三上クニ トリオ・ジャズコンサート in二戸
■日時　6月21日（日）開場 18：00/開演 18：30
■場所　二戸市民文化会館中ホール
■料金　一　　　般 2,000円（当日2,500）
　　　　高校生以下 1,000円（当日1,500）

※4月20日からプレイガイドで前売り開始　
　詳しくは、二戸市民文化会館（☎ 23-7111）へ。

岩手労働局労働保険徴収室 ☎ 019-604-3003

社団法人日本ボイラ協会岩手支部 ☎ 019-624-5139

財団法人岩手県文化振興事業団 ☎ 019-654-2235

社団法人日本ボイラ協会岩手支部 ☎ 019-624-5139


